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鹿児島県告示第433号

鹿児島県個人情報保護条例（平成14年鹿児島県条例第67号）第23条第１項の規定により，簡

易な方法による開示申出をすることができる個人情報を次のとおり変更した。

平成25年４月９日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

開示申出をすることがで
開示申出を 開示申出を 変更の内容

きる個人情報の内容
することが することが

試験等の名 開示する内
できる期間 できる場所 変更事項 変更前 変更後

称 容

調理師試験 総得点及び 合格発表の 保健福祉部 開示申出を 保健福祉 保健福祉

科目別得点 日から起算 健康増進課 することが 部健康増 部健康増

して１月間 できる場所 進課 進課又は

受験願書

を提出し

た保健所

鹿児島県告示第434号

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文の規定により，次のとおり指定居宅

サービス事業者として指定した。

平成25年４月９日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎
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事 業 所 申 請 者
指 定 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

訪問介護ステー 姶良市加治木町 医療法人玉昌会 鹿児島市堀江町 髙田 昌実 平成25年 訪 問 介 護

ションはぐand 反土2156番５号 ５番１号 ４ 月 １ 日

はぐ姶良

訪問介護ふれあ 姶良市加治木町 社会福祉法人公 霧島市隼人町小 後藤 博孝 平成25年 訪 問 介 護

い 木田1394番地４ 心会 浜3070番地 ４ 月 １ 日

訪問介護すまい 南九州市頴娃町 株式会社一幸 南九州市頴娃町 田之上幸弘 平成25年 訪 問 介 護

る 郡854番地１ 郡854番地１ ４ 月 １ 日

訪問介護クオラ 摩郡さつま町 医療法人クオラ 摩郡さつま町 松下 兼一 平成25年 訪 問 介 護

ｕ 船木2311番地６ 船木2311番地６ ４ 月 １ 日

社会福祉法人西 西之表市桜が丘 社会福祉法人西 西之表市桜が丘 寺元 健二 平成25年 通 所 介 護

之表市社会福祉 7779番地94 之表市社会福祉 7779番地94 ４ 月 １ 日

協議会「生きい 協議会

きデイサービス

センター」

デイサービスセ 鹿屋市寿三丁目 社会福祉法人幸 肝属郡錦江町城 石踊紳一郎 平成25年 通 所 介 護

ンター木楽 12番26号 伸会 元3724番地１ ４ 月 １ 日

特別養護老人ホ 出水市高尾野町 社会福祉法人鶴 出水市汐見町93 吉井 八郎 平成25年 短 期 入 所

ーム鶴寿会たか 大久保600番地 寿会 番地 ４ 月 １ 日 生 活 介 護

おの

鹿児島県告示第435号

介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項の規定により，次のとおり指定居宅介護

支援事業者として指定した。

平成25年４月９日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

事 業 所 申 請 者
指 定 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

福祉相談センタ 枕崎市旭町29番 ＮＰＯ法人福祉 枕崎市旭町29番 前山 聡宏 平成25年 居 宅 介 護

ーかけはし 地 相談センターか 地 ４ 月 １ 日 支 援

けはし

居宅介護支援事 姶良市加治木町 社会福祉法人公 霧島市隼人町小 後藤 博孝 平成25年 居 宅 介 護

業所ふれあい 木田1394番地４ 心会 浜3070番地 ４ 月 １ 日 支 援

指定居宅介護支 奄美市名瀬久里 特定非営利活動 奄美市名瀬久里 奈良ひとみ 平成25年 居 宅 介 護

援事業所なら 町10番７号 法人夢・夢 町10番７号 ４ 月 １ 日 支 援

こおり居宅介護 南九州市頴娃町 株式会社一幸 南九州市頴娃町 田之上幸弘 平成25年 居 宅 介 護

支援事業所 郡854番地１ 郡854番地１ ４ 月 １ 日 支 援

居宅介護支援セ 鹿屋市寿三丁目 社会福祉法人幸 肝属郡錦江町城 石踊紳一郎 平成25年 居 宅 介 護

ンター木楽 12番26号 伸会 元3724番地１ ４ 月 １ 日 支 援

鹿児島県告示第436号

介護保険法（平成９年法律第123号）第48条第１項第１号の規定により，次のとおり指定介

護老人福祉施設として指定した。

平成25年４月９日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎
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施 設 指定介護老人福祉施設の開設者
指 定 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

特別養護老人ホ 出水市高尾野町 社会福祉法人鶴 出水市汐見町93 吉井 八郎 平成25年 介 護 福 祉

ーム鶴寿会たか 大久保600番地 寿会 番地 ４ 月 １ 日 施 設 サ ー

おの ビ ス

鹿児島県告示第437号

介護保険法（平成９年法律第123号）第94条第１項の規定により，次のとおり介護老人保健

施設の開設を許可した。

平成25年４月９日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

施 設 介護老人保健施設の開設者
許 可 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

サザン・ユニッ 枕崎市緑町236 社会医療法人聖 枕崎市緑町220 牧角 寛郎 平成25年 介 護 保 健

トケアセンター 番地 医会 番地 ４ 月 １ 日 施 設 サ ー

ビ ス

鹿児島県告示第438号

介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項本文の規定により，次のとおり指定介護

予防サービス事業者として指定した。

平成25年４月９日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

事 業 所 申 請 者
指 定 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

訪問介護ステー 姶良市加治木町 医療法人玉昌会 鹿児島市堀江町 髙田 昌実 平成25年 介 護 予 防

ションはぐand 反土2156番５号 ５番１号 ４ 月 １ 日 訪 問 介 護

はぐ姶良

訪問介護ふれあ 姶良市加治木町 社会福祉法人公 霧島市隼人町小 後藤 博孝 平成25年 介 護 予 防

い 木田1394番地４ 心会 浜3070番地 ４ 月 １ 日 訪 問 介 護

訪問介護すまい 南九州市頴娃町 株式会社一幸 南九州市頴娃町 田之上幸弘 平成25年 介 護 予 防

る 郡854番地１ 郡854番地１ ４ 月 １ 日 訪 問 介 護

訪問介護クオラ 摩郡さつま町 医療法人クオラ 摩郡さつま町 松下 兼一 平成25年 介 護 予 防

ｕ 船木2311番地６ 船木2311番地６ ４ 月 １ 日 訪 問 介 護

デイサービスセ 鹿屋市寿三丁目 社会福祉法人幸 肝属郡錦江町城 石踊紳一郎 平成25年 介 護 予 防

ンター木楽 12番26号 伸会 元3724番地１ ４ 月 １ 日 通 所 介 護

特別養護老人ホ 出水市高尾野町 社会福祉法人鶴 出水市汐見町93 吉井 八郎 平成25年 介 護 予 防

ーム鶴寿会たか 大久保600番地 寿会 番地 ４ 月 １ 日 短 期 入 所

おの 生 活 介 護

鹿児島県告示第439号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

54条第２項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関として指定した。

平成25年４月９日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

病 院 又 は 診 療 所 指定年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類
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まごころ内科クリニック 鹿児島市宇宿三丁目１－１カ 平成25年 精神通院医療

ワイ脇田第一ビル３階 ４月１日

鹿児島県告示第440号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

54条第２項の規定により，次のとおり指定自立支援医療機関として指定した。

平成25年４月９日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

薬 局 指定年月 自立支援医療

名 称 所 在 地 日 の種類

ミドリ薬局堀江町店 鹿児島市堀江町７－11 平成25年 精神通院医療

４月１日

アイン薬局加世田店 南さつま市加世田唐仁原1180 平成25年 精神通院医療

番地 ４月１日

有限会社吉野中央薬局玉竜店 鹿児島市上竜尾町５番18 平成25年 精神通院医療

４月１日

三井調剤薬局川西店 鹿屋市田崎町1068－４ 平成25年 精神通院医療

４月１日

三井調剤薬局北田店 鹿屋市北田町６番20号 平成25年 精神通院医療

４月１日

三井調剤薬局田崎店 鹿屋市田崎町2185－５ 平成25年 精神通院医療

４月１日

三井調剤薬局荒田店 鹿児島市荒田一丁目26－11 平成25年 精神通院医療

４月１日

三井調剤薬局札元二丁目店 鹿屋市札元二丁目3746－９ 平成25年 精神通院医療

４月１日

三井調剤薬局内之浦店 肝属郡肝付町北方1907 平成25年 精神通院医療

４月１日

鹿児島中央福元薬局 鹿児島市中央町９番９号 平成25年 精神通院医療

４月１日

鹿児島県告示第441号

養鶏振興法（昭和35年法律第49号）第７条第１項の規定により，ふ化業者を次のとおり登録

した。

平成25年４月９日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

登 録 登 録 の
登録番号 ふ化業者の名称及び住所 ふ化場の名称及び所在地

年 月 日 有効期限

鹿ふ登第 平成25年 平成28年 有限会社竹下種鶏孵化場 有限会社竹下種鶏孵化場

24の１号 ３月26日 ３月25日 鹿屋市旭原町2909番地14 鹿屋市旭原町2909番地14

鹿ふ登第 平成25年 平成28年 株式会社イシイ鹿児島支 株式会社イシイ鹿児島支

24の２号 ３月27日 ３月26日 店 店

南さつま市大浦町20958番 南さつま市大浦町20958番

地 地

株式会社イシイ鹿児島支

店川辺工場

南九州市川辺町下山田

3432番地１

鹿ふ登第 平成25年 平成28年 鹿児島くみあいチキンフ 鹿児島くみあいチキンフ

24の３号 ３月27日 ３月26日 ーズ株式会社 ーズ株式会社加治木ふ化
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鹿児島市鴨池新町15番地 場

姶良市加治木町小山田

4900番地

平成25年度調理師試験公告

調理師法（昭和33年法律第147号）第３条の２第１項の規定により，平成25年度調理師試験

を次のとおり実施する。

平成25年４月９日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 試験期日

平成25年８月20日（火）午後０時30分から午後２時30分まで（正午までに試験場に入場す

ること。）

２ 試験場

かごしま県民交流センター（鹿児島市山下町14番50号）

３ 試験方法及び試験科目

試験は，次に掲げる科目について，筆記試験の方法により行う。

 食文化概論

 衛生法規

 公衆衛生学

 栄養学

 食品学

 食品衛生学

 調理理論

４ 受験資格

学校教育法（昭和22年法律第26号）第57条に規定する者又は調理師法附則第３項の規定に

より同条に規定する者とみなされる者で，次に掲げる施設又は営業において２年以上調理の

業務に従事したもの

 寄宿舎，学校，病院等の施設であって飲食物を調理して供与するもの

 食品衛生法施行令（昭和28年政令第229号）第35条第１号に掲げる飲食店営業，同条第

14号に掲げる魚介類販売業又は同条第32号に掲げるそうざい製造業

５ 受験手数料

6,200円

６ 受験手続

 提出書類等

ア 受験願書

イ 学校教育法第57条に規定する者又は調理師法附則第３項に規定する者であることを証

する書類（卒業証明書又は提出書類等の提出先で原本照合を受けた卒業証書の写し等）

ウ 調理業務従事証明書

エ 戸籍抄本（出願前６月以内に交付されたもの）。ただし，ア，イ及びウに記載された

氏名が同じである場合は，必要ない。

オ 写真（出願前６月以内に撮影した縦4.5センチメートル，横3.5センチメートルの脱帽

正面上半身像のもので，裏面に氏名を記載したもの）

カ 受験手数料（6,200円分の鹿児島県収入証紙を受験願書に貼り付けて提出するこ

と。）

なお，提出書類等を受理した後は，受験手数料は返還しない。

 提出書類等の提出先

受験希望者の住所地を管轄する保健所（鹿児島市又は県外に居住する受験希望者にあっ

ては，鹿児島県保健福祉部健康増進課（鹿児島市鴨池新町10番１号 郵便番号 890－

公 告
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8577））に提出すること。

なお，送付の方法により提出する場合は，封筒の表面に「調理師試験願書在中」と朱書

し，書留郵便とすること。

７ 提出書類等の受付期間

平成25年６月３日（月）から同月７日（金）までのそれぞれの日（県の休日を除く。）の

午前８時30分から午後５時15分までとする。

なお，送付の方法により提出する場合は，平成25年６月７日の消印のあるものまで受け付

ける。

８ 受験願書及び調理業務従事証明書の用紙の交付

受験願書及び調理業務従事証明書の用紙は，鹿児島県保健福祉部健康増進課及び県の各保

健所において交付する。

なお，同用紙を送付の方法により請求する場合は，宛先及び郵便番号を明記し，140円分

の切手を貼った返信用封筒（角形２号）を同封すること。

９ 受験票の交付等

受験資格があると認めた者に対して郵送により受験票を交付するので，試験当日持参する

こと。

10 合格者の発表

合格者の受験番号を平成25年９月25日（水）午前10時に鹿児島県保健福祉部健康増進課，

県の各保健所及び県のホームページ（http://www.pref.kagoshima.jp/）において掲示する

とともに，合格者には郵送により合格通知書を交付する。

11 その他

 試験についての照会は，鹿児島県保健福祉部健康増進課（電話099－286－2717）又は県

の各保健所に対して行うこと。

 試験に関して不正の行為を発見したときは，その者について試験を停止させ，又はその

者の試験を無効とする。

なお，不正の手段によって試験を受け，合格した者に対しては，合格を取り消し，合格

通知書を返還させる。

 受験者のうち希望する者には，鹿児島県個人情報保護条例（平成14年鹿児島県条例第67

号）第23条の規定により試験結果（総得点及び科目別得点）を開示する。

なお，開示を行う期間は合格者の発表の日から起算して１月間とし，開示をする場所は

鹿児島県保健福祉部健康増進課又は受験願書を提出した保健所とする。

…………………………………………………

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関

する工事は，完了した。

平成25年４月９日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

薩摩川内市尾白江町字中塚3887番１，3888番２，3889番１，3890番１，3890番２，3891番，

3892番１の一部及び3887番１地先水路の一部並びに都町字中塚7589番，7593番１の一部，

7593番３の一部及び7593番５

２ 開発許可を受けた者の住所及び名称並びに代表者の氏名

東京都千代田区二番町８番地８

株式会社セブン－イレブン・ジャパン

代表取締役 井阪隆一

鹿児島県公安委員会告示第37号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第20条第４項

公 安 委 員 会 告 示
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の規定により申請のあった次の遊技機は，遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和

60年国家公安委員会規則第４号）第６条の遊技機の型式に関する技術上の規格に適合している

と認めた。

平成25年４月９日

鹿児島県公安委員会委員長 山本良樹

遊技機の種類 型式名 製造者の氏名又は名称 検定番号

ぱちんこ遊技機 ＣＲゴレンジャーＤＴＸ タイヨーエレック株式 3P0077

会社

ぱちんこ遊技機 ＣＲ米米ＣＬＵＢ大収穫祭ＫＳＸ タイヨーエレック株式 3P0105

会社

ぱちんこ遊技機 ＣＲマジカペＥＸ 株式会社ジェイビー 3P0082

ぱちんこ遊技機 ＣＲマジカペＤＳ 株式会社ジェイビー 3P0117

ぱちんこ遊技機 ＣＲマジカペＪＸ 株式会社ジェイビー 3P0119

ぱちんこ遊技機 ＣＲ大シャカＲＵＳＨ７ＫＣ マルホン工業株式会社 3P0104

ぱちんこ遊技機 ＣＲ ＮＩＮＪＡ ＢＬＡＤＥ マルホン工業株式会社 3P0120

ＬＭＸ

ぱちんこ遊技機 ＣＲ大シャカＲＵＳＨ７ＫＣＬ マルホン工業株式会社 3P0137

ぱちんこ遊技機 ＣＲ大シャカＲＵＳＨ７Ｇ マルホン工業株式会社 3P0147

ぱちんこ遊技機 ＣＲ神獣王ＥＴＶ サミー株式会社 3P0121

回胴式遊技機 キャプテンパルサー２Ｆ 山佐株式会社 2S1144


